
1/13  

日付：平成26年7月14日 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

 発令  ：平成24年3月14日号外厚生労働省告示第122号 

 最終改正：平成26年3月31日厚生労働省告示第186号 

 改正内容：平成26年3月31日厚生労働省告示第186号［平成26年4月1日］ 

 

○児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

〔平成二十四年三月十四日号外厚生労働省告示第百二十二号〕 

〔沿革〕 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十一条の五の三第二項第一号及び第二十一条の

五の四第二項〔現行＝三項＝平成二四年六月法律五一号により改正〕第二号の規定（これらの規定を

同法第二十一条の五の十三第二項において読み替えて適用する場合を含む。）に基づき、児童福祉法

に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、

平成二十四年四月一日から適用する。 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

一 指定通所支援（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第二十一条

の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。）及び基準該当通所支援（法第二十一

条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。）に要する費用の額は、

別表障害児通所給付費単位数表第１（１の注７を除く。）、第３及び第４により算定する単位数に

別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第１（１の注７に限る。）により

算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第２により算定する単位数に十円を乗じ

て得た額を算定するものとする。 

二 前号の規定により、指定通所支援又は基準該当通所支援に要する費用の額を算定した場合におい

て、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。 

前 文〔抄〕〔平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号〕 

平成二十五年四月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二五年七月一一日厚生労働省告示第二三八号〕 

平成二十五年十月一日から適用する。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一二八号〕 

児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部

を改正する政令（平成二十六年政令第百二十七号）の施行の日（平成二十六年四月一日）から適用す

る。 

前 文〔抄〕〔平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一八六号〕 

平成二十六年四月一日から適用する。 

別表 

障害児通所給付費等単位数表 

第１ 児童発達支援 

１ 児童発達支援給付費（１日につき） 

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合（ロ又はハに該当

する場合を除く。） 

（１） 利用定員が３０人以下の場合 ９７２単位 

（２） 利用定員が３１人以上４０人以下の場合 ９１３単位 

（３） 利用定員が４１人以上５０人以下の場合 ８５４単位 

（４） 利用定員が５１人以上６０人以下の場合 ７９７単位 

（５） 利用定員が６１人以上７０人以下の場合 ７７６単位 

（６） 利用定員が７１人以上８０人以下の場合 ７５６単位 

（７） 利用定員が８１人以上の場合 ７３４単位 

ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合 

（１） 利用定員が２０人以下の場合 １，２１５単位 
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（２） 利用定員が２１人以上３０人以下の場合 １，０６９単位 

（３） 利用定員が３１人以上４０人以下の場合 ９８３単位 

（４） 利用定員が４１人以上の場合 ８９６単位 

ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害児

をいう。以下同じ。）に対し指定児童発達支援を行う場合 

（１） 利用定員が１５人以下の場合 １，１４７単位 

（２） 利用定員が１６人以上２０人以下の場合 ８７０単位 

（３） 利用定員が２１人以上の場合 ７９５単位 

ニ 法第６条の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設（児童発達支援センターであるも

のを除く。以下同じ。）において障害児に対し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援を

行う場合（ホに該当する場合を除く。） 

（１） 利用定員が１０人以下の場合 ６２２単位 

（２） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 ４５５単位 

（３） 利用定員が２１人以上の場合 ３６６単位 

ホ 法第６条の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指

定児童発達支援を行う場合 

（１） 利用定員が５人の場合 １，５９９単位 

（２） 利用定員が６人以上１０人以下の場合 ８１９単位 

（３） 利用定員が１１人以上の場合 ６９４単位 

注１ イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都

道府県知事（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

（以下「指定都市」という。）又は法第５９条の４第１項の児童相談所設置市（以下「児

童相談所設置市」という。）にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同

じ。）に届け出た指定児童発達支援の単位（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所基

準」という。）第５条第４項及び第６条第５項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。

以下同じ。）において、指定児童発達支援（指定通所基準第４条に規定する指定児童発達

支援をいう。以下同じ。）を行った場合に、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、１日

につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター（法

第４３条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。）の場合は、所定単位数の

１０００分の９６５に相当する単位数を算定する。 

２ ニ又はホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府

県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合又は

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た児童発達支

援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」という。）を行う事業所（以

下「基準該当児童発達支援事業所」という。）において、基準該当児童発達支援を行った

場合に、障害児の障害種別及び利用定員に応じ、１日につき所定単位数を算定する。 

３ 児童発達支援給付費の算定に当たって、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する場

合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。 

（１） 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 

別に厚生労働大臣が定める割合 

（２） 指定児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第２７条の規定に従い、児童

発達支援計画（指定通所基準第２７条第１項に規定する児童発達支援計画をいう。以下

同じ。）が作成されていない場合 １００分の９５ 

４ 指定通所基準第３７条に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定

める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数

に乗じて得た額を算定する。 

５ 指定通所基準附則第３条の規定の適用を受ける者が、少年である障害児に対し、指定児

童発達支援を行った場合に、１日につき２７６単位を所定単位数から減算する。 

６ 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生
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省令第６３号）第４９条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。）

を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所（指定

通所基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。）において

指定児童発達支援を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと

して市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所において基準該当児童発達支援を行

った場合に、利用定員に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として障害児（難聴児又は重症心身障害児を除く。）を通わせる児童発達支援セン

ターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合（ロ又はハに該当する場合を

除く。） 

（１） 利用定員が３０人以下の場合 ６８単位 

（２） 利用定員が３１人以上４０人以下の場合 ５１単位 

（３） 利用定員が４１人以上５０人以下の場合 ４１単位 

（４） 利用定員が５１人以上６０人以下の場合 ３４単位 

（５） 利用定員が６１人以上７０人以下の場合 ２９単位 

（６） 利用定員が７１人以上８０人以下の場合 ２５単位 

（７） 利用定員が８１人以上の場合 ２２単位 

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達

支援を行った場合 

（１） 利用定員が２０人以下の場合 １０２単位 

（２） 利用定員が２１人以上３０人以下の場合 ６８単位 

（３） 利用定員が３１人以上４０人以下の場合 ５１単位 

（４） 利用定員が４１人以上の場合 ４１単位 

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害児に

対し指定児童発達支援を行った場合 

（１） 利用定員が２０人以下の場合 １０２単位 

（２） 利用定員が２１人以上の場合 ６８単位 

ニ 主として障害児（重症心身障害児を除く。）を通わせる法第６条の２第２項に規定す

る厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援又は基準該当児童

発達支援を行った場合（ホに該当する場合を除く。） 

（１） 利用定員が１０人以下の場合 ２０５単位 

（２） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 １０２単位 

（３） 利用定員が２１人以上の場合 ６８単位 

ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第６条の２第２項に規定する厚生労働省令で定

める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 

（１） 利用定員が５人の場合 ４１０単位 

（２） 利用定員が６人以上１０人以下の場合 ２０５単位 

（３） 利用定員が１１人以上の場合 １０２単位 

７ 指定児童発達支援の単位（主として難聴児を通わせる児童発達支援センターに限る。）

において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、指定児童発達支援を行

った場合に、人工内耳装用児支援加算として、利用定員に応じ、１日につき次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。 

イ 利用定員が２０人以下の場合 ６０３単位 

ロ 利用定員が２１人以上３０人以下の場合 ５３１単位 

ハ 利用定員が３１人以上４０人以下の場合 ４８８単位 

ニ 利用定員が４１人以上の場合 ４４５単位 

８ 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等

支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

指導員又は保育士を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達

支援事業所（児童発達支援センターを除く。）において、指定児童発達支援を行った場合

に、利用定員に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、１



4/13  

のホを算定している場合は、算定しない。 

イ 利用定員が１０人以下の場合 １９３単位 

ロ 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 １２９単位 

ハ 利用定員が２１人以上の場合 ７７単位 

２ 家庭連携加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所（指定通所基準第５４条の６か

ら第５４条の８までの規定による基準該当児童発達支援事業所を除く。以下「指定児童発達

支援事業所等」という。）において、指定通所基準第５条若しくは第６条又は第５４条の２

の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者（栄養士及び調理員を除く。以下

この第１において「児童発達支援事業所等従業者」という。）が、児童発達支援計画に基づ

き、あらかじめ通所給付決定保護者（法第６条の２第８項の通所給付決定保護者をいう。以

下同じ。）の同意を得て、障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助

等を行った場合に、１月につき４回を限度として、その内容の指定児童発達支援又は基準該

当児童発達支援（以下「指定児童発達支援等」という。）を行うのに要する標準的な時間で

所定単位数を加算する。ただし、同一日に児童発達支援給付費を算定している場合は、算定

しない。 

３ 訪問支援特別加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定児童発達支援事業所等において継続して指定児童発達支援等を利用する障害児につい

て、連続した５日間、当該指定児童発達支援等の利用がなかった場合において、児童発達支

援事業所等従業者が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を

得て、当該障害児の居宅を訪問して当該指定児童発達支援事業所等における指定児童発達支

援等に係る相談援助等を行った場合に、１月につき２回を限度として、その内容の指定児童

発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。 

４ 食事提供加算 

イ 食事提供加算（Ⅰ） ４２単位 

ロ 食事提供加算（Ⅱ） ５８単位 

注１ イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４

号）第２４条第２号又は第３号ロに掲げる通所給付決定保護者（以下「中間所得者」という。）

の通所給付決定（法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。）

に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、平成２７年３月３１日までの間、

１日につき所定単位数を加算する。 

２ ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第２４条第４号に掲げる

通所給付決定保護者（以下「低所得者等」という。）の通所給付決定に係る障害児に対し、

指定児童発達支援を行った場合に、平成２７年３月３１日までの間、１日につき所定単位数

を加算する。 

５ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第２４条の規

定により、通所利用者負担額合計額（同条に規定する通所利用者負担額合計額をいう。以下同

じ。）の管理を行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

６ 福祉専門職員配置等加算 

イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） １０単位 

ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） ６単位 

注１ イについては、指定通所基準第５条又は第６条の規定により置くべき児童指導員又は指導

員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士又は介護福祉士であるものの割合

が１００分の２５以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所に

おいて、指定児童発達支援を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。 
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２ ロについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届

け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、１日につき所

定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）を算

定している場合は、算定しない。 

（１） 指定通所基準第５条又は第６条の規定により置くべき児童指導員若しくは指導員又

は保育士（（２）において「児童指導員等」という。）として配置されている従業者のう

ち、常勤で配置されているものの割合が１００分の７５以上であること。 

（２） 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事しているも

のの割合が１００分の３０以上であること。 

７ 栄養士配置加算 

イ 栄養士配置加算（Ⅰ） 

（１） 利用定員が４０人以下の場合 ３７単位 

（２） 利用定員が４１人以上５０人以下の場合 ３０単位 

（３） 利用定員が５１人以上６０人以下の場合 ２５単位 

（４） 利用定員が６１人以上７０人以下の場合 ２１単位 

（５） 利用定員が７１人以上８０人以下の場合 １９単位 

（６） 利用定員が８１人以上の場合 １６単位 

ロ 栄養士配置加算（Ⅱ） 

（１） 利用定員が４０人以下の場合 ２０単位 

（２） 利用定員が４１人以上５０人以下の場合 １６単位 

（３） 利用定員が５１人以上６０人以下の場合 １３単位 

（４） 利用定員が６１人以上７０人以下の場合 １１単位 

（５） 利用定員が７１人以上８０人以下の場合 １０単位 

（６） 利用定員が８１人以上の場合 ９単位 

注１ イについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都

道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターに限る。）におい

て、利用定員に応じ、１日につき所定単位数を加算する。 

（１） 常勤の管理栄養士又は栄養士を１名以上配置していること。 

（２） 障害児の日常生活状況、嗜（し）好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な

食事管理を行っていること。 

２ ロについては、次の（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都

道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターに限る。）におい

て、利用定員に応じ、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イ

を算定している場合は、算定しない。 

（１） 栄養士を１名以上配置していること。 

（２） 障害児の日常生活状況、嗜（し）好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な

食事管理を行っていること。 

８ 欠席時対応加算 ９４単位 

注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当

該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合に

おいて、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援

助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回

を限度として、所定単位数を算定する。 

９ 特別支援加算 ２５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童

発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援を行っ

た場合に、当該指定児童発達支援を受けた障害児１人に対し、１日につき所定単位数を加算す

る。 

１０ 医療連携体制加算 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ） ５００単位 
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ロ 医療連携体制加算（Ⅱ） ２５０単位 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ） ５００単位 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ） １００単位 

注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。以下同じ。）を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児

に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、１日につき所定単位数を加

算する。ただし、１のハ又はホを算定している場合は、算定しない。 

２ ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問

させ、当該看護職員が２以上の障害児に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた障害

児に対し、１回の訪問につき８名を限度として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、

１のハ又はホを算定している場合は、算定しない。 

３ ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問

させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年

法律第３０号）附則第３条第１項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）

に喀（かく）痰（たん）吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日

につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、１のハ又はホを算定している場

合は、算定しない。 

４ ニについては、喀（かく）痰（たん）吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項

に規定する喀（かく）痰（たん）吸引等をいう。以下同じ。）が必要な者に対して、認定特

定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀（かく）痰（たん）吸引等を行った場

合に、障害児１人に対し、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イ若しくはロ又は１

のハ若しくはホを算定している場合は、算定しない。 

１１ 送迎加算 ５４単位 

注 障害児に対して、その居宅と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道

につき所定単位数を加算する。ただし、１のイからハまで又はホを算定している場合は、算定

しない。 

１２ 延長支援加算 

イ 延長時間１時間未満の場合 ６１単位 

ロ 延長時間１時間以上２時間未満の場合 ９２単位 

ハ 延長時間２時間以上の場合 １２３単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児

童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支

援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、当該指定児童発達支

援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。 

１３ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該

当児童発達支援事業所（国、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人国立精神・神経医療

研究センターが行う場合を除く。１４において同じ。）が、障害児に対し、指定児童発達支援

等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １から１２までにより算定した単位数の１０００分

の３１に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イにより算定した単位数の１００分の９０に相当す

る単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イにより算定した単位数の１００分の８０に相当す

る単位数 

１４ 福祉・介護職員処遇改善特別加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の
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改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等が、障害

児に対し、指定児童発達支援等を行った場合にあっては、１から１２までにより算定した単位

数の１０００分の１０に相当する単位数を加算する。ただし、１３の福祉・介護職員処遇改善

加算を算定している場合にあっては、算定しない。 

第２ 医療型児童発達支援 

１ 医療型児童発達支援給付費（１日につき） 

イ 肢体不自由（法第６条の２第３項に規定する肢体不自由をいう。）のある児童（以下「肢体

不自由児」という。）に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 ３３２単位 

ロ 重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 ４４３単位 

注１ 指定医療型児童発達支援事業所（指定通所基準第５６条第１項に規定する指定医療型児童

発達支援事業所をいう。以下同じ。）又は指定医療機関（法第６条の２第３項に規定する指

定医療機関をいう。以下同じ。）において、指定医療型児童発達支援（指定通所基準第５５

条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。以下同じ。）を行った場合に、障害児の障害

種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療

型児童発達事業所の場合は、所定単位数の１０００分の９６５に相当する単位数を算定する。 

２ 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に

乗じて得た数を算定する。 

（１） 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が

定める割合 

（２） 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第６４条において準用す

る指定通所基準第２７条の規定に従い、医療型児童発達支援計画（同条に規定する医療型

児童発達支援計画をいう。以下同じ。）が作成されていない場合 １００分の９５ 

３ 指定通所基準第６３条に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定め

る基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を

算定する。 

４ 児童発達支援管理責任者を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医

療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、１日につき５

１単位を所定単位数に加算する。 

２ 家庭連携加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定通所基準第５６条の規定により指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者又は

指定医療機関の職員（以下この第２において「医療型児童発達支援事業所等従業者」という。）

が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害

児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、１月に

つき４回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間

で所定単位数を加算する。ただし、同一日に医療型児童発達支援給付費を算定している場合

は、算定しない。 

３ 訪問支援特別加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関において継続して指定医療型児童発達支

援を利用する障害児について、連続した５日間、当該指定医療型児童発達支援の利用がなか

った場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づ

き、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児の居宅を訪問して当該指定医

療型児童発達支援事業所又は指定医療機関における指定医療型児童発達支援に係る相談援助

等を行った場合に、１月につき２回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行

うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。 

４ 食事提供加算 
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イ 食事提供加算（Ⅰ） ４２単位 

ロ 食事提供加算（Ⅱ） ５８単位 

注１ イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援

事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、平成２７年３月３１日までの間、

１日につき所定単位数を加算する。 

２ ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援

事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、平成２７年３月３１日までの間、

１日につき所定単位数を加算する。 

５ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、指

定通所基準第６４条において準用する指定通所基準第２４条の規定により、通所利用者負担額

合計額の管理を行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

６ 福祉専門職員配置等加算 

イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） １０単位 

ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） ６単位 

注１ イについては、指定通所基準第５６条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置

されている従業者又は指定医療機関の職員（直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及

び保育士であるものを除く。）のうち、社会福祉士又は介護福祉士であるものの割合が１０

０分の２５以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又

は指定医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、１日につき所定単位数

を加算する。 

２ ロについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届

け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関において、指定医療型児童発達支援

を行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉

専門職員配置等加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。 

（１） 指定通所基準第５６条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士又は指定医

療機関の職員（直接支援業務に従事する保育士又は指導員であるものに限る。）（（２）

において「児童指導員等」という。）として配置されている従業者のうち、常勤で配置さ

れているものの割合が１００分の７５以上であること。 

（２） 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事しているも

のの割合が１００分の３０以上であること。 

７ 欠席時対応加算 ９４単位 

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関において指定医療型児童発達支援を利用す

る障害児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関の利用を予定し

た日に、急病等によりその利用を中止した場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者

が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、

相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度として、所定単位数を算定する。 

８ 特別支援加算 ２５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療

型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定医療型児童発

達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、１日につき所定

単位数を加算する。 

９ 延長支援加算 

イ 延長時間１時間未満の場合 ６１単位 

ロ 延長時間１時間以上２時間未満の場合 ９２単位 

ハ 延長時間２時間以上の場合 １２３単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医

療型児童発達支援事業所又は指定医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援

計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受け

た障害児に対し、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単
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位数を加算する。 

１０ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所（国、独立行政法人国立

病院機構又は独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。１１において

同じ。）が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １から９までにより算定した単位数の１０００分の

５９に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イにより算定した単位数の１００分の９０に相当す

る単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イにより算定した単位数の１００分の８０に相当す

る単位数 

１１ 福祉・介護職員処遇改善特別加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の

改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、

障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合にあっては、１から９までにより算定し

た単位数の１０００分の２０に相当する単位数を加算する。ただし、１０の福祉・介護職員処

遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。 

第３ 放課後等デイサービス 

１ 放課後等デイサービス給付費（１日につき） 

イ 障害児に対し指定放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービスを行う場合（ロ

に該当する場合を除く。） 

（１） 授業の終了後に行う場合 

（一） 利用定員が１０人以下の場合 ４８２単位 

（二） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 ３６２単位 

（三） 利用定員が２１人以上の場合 ２８１単位 

（２） 休業日に行う場合 

（一） 利用定員が１０人以下の場合 ６２２単位 

（二） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 ４５５単位 

（三） 利用定員が２１人以上の場合 ３６６単位 

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 

（１） 授業の終了後に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合 １，３２０単位 

（二） 利用定員が６人以上１０人以下の場合 ６７５単位 

（三） 利用定員が１１人以上の場合 ５７３単位 

（２） 休業日に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合 １，６００単位 

（二） 利用定員が６人以上１０人以下の場合 ８２０単位 

（三） 利用定員が１１人以上の場合 ６９５単位 

注１ イの（１）については、学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校（幼稚園及び大学を除く。）をいう。以下同じ。）に就学している障害児（以下「就

学児」という。）（重症心身障害児を除く。）に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービ

スの単位（指定通所基準第６６条第３項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をい

う。以下同じ。）において指定放課後等デイサービス（指定通所基準第６５条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。）を行った場合又は別に厚生労働大臣が定

める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」という。）を行う事業所（以下「基
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準該当放課後等デイサービス事業所」という。）において、基準該当放課後等デイサービ

スを行った場合に、１日につき所定単位数を算定する。 

２ イの（２）については、就学児又は別に厚生労働大臣が定める児童（以下「就学児等」

という。）（重症心身障害児を除く。）に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの

単位又は基準該当放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は

基準該当放課後等デイサービス（以下「指定放課後等デイサービス等」という。）を行っ

た場合に、１日につき所定単位数を算定する。 

３ ロの（１）については、就学児（重症心身障害児に限る。）に対し、授業の終了後に、

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届け出た指定放課後等デイサー

ビスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、１日につき所定単位数

を算定する。 

４ ロの（２）については、就学児（重症心身障害児に限る。）に対し、休業日に、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届け出た指定放課後等デイサービスの

単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、１日につき所定単位数を算定

する。 

５ 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それ

ぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。 

（１） 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 

別に厚生労働大臣が定める割合 

（２） 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第７１条において準

用する指定通所基準第２７条の規定に従い、放課後等デイサービス計画（同条に規定す

る放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。）が作成されていない場合 １００分

の９５ 

６ イの（２）又はロの（２）に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、指定

通所基準第７１条において準用する指定通所基準第６３条に規定する運営規程に定める営

業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労

働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。 

７ 児童発達支援管理責任者を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定

放課後等デイサービス事業所（指定通所基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。以下同じ。）において指定放課後等デイサービスを行った場合又

は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当

放課後等デイサービス事業所において基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 主として障害児（重症心身障害児を除く。）に対し指定放課後等デイサービス又は基

準該当放課後等デイサービスを行った場合（ロに該当する場合を除く。） 

（１） 利用定員が１０人以下の場合 ２０５単位 

（２） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 １０２単位 

（３） 利用定員が２１人以上の場合 ６８単位 

ロ 主として重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

（１） 利用定員が５人の場合 ４１０単位 

（２） 利用定員が６人以上１０人以下の場合 ２０５単位 

（３） 利用定員が１１人以上の場合 １０２単位 

８ 常時見守りが必要な就学児等への支援や就学児等の保護者に対する支援方法の指導を行

う等支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の

員数に加え、指導員又は保育士を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た

指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、

利用定員に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、１のロ

を算定している場合は、算定しない。 

（１） 利用定員が１０人以下の場合 １９３単位 

（２） 利用定員が１１人以上２０人以下の場合 １２９単位 
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（３） 利用定員が２１人以上の場合 ７７単位 

２ 家庭連携加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所（指定通所基

準第７１条の４において準用する同令第５４条の６から第５４条の８までの規定による基準

該当放課後等デイサービス事業所を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」とい

う。）において、指定通所基準第６６条又は第７１条の２の規定により指定放課後等デイサ

ービス事業所等に置くべき従業者（以下この第３において「放課後等デイサービス事業所等

従業者」という。）が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護

者の同意を得て、就学児等の居宅を訪問して就学児等及びその家族等に対する相談援助等を

行った場合に、１月につき４回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス又は基

準該当放課後等デイサービス（以下「指定放課後等デイサービス等」という。）を行うのに

要する標準的な時間で所定単位数を加算する。ただし、同一日に放課後等デイサービス給付

費を算定している場合は、算定しない。 

３ 訪問支援特別加算 

イ 所要時間１時間未満の場合 １８７単位 

ロ 所要時間１時間以上の場合 ２８０単位 

注 指定放課後等デイサービス事業所等において継続して指定放課後等デイサービス等を利用

する就学児等について、連続した５日間、当該指定放課後等デイサービス等の利用がなかっ

た場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、放課後等デイサービス計画に基

づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該就学児等の居宅を訪問して当該指

定放課後等デイサービス事業所等における指定放課後等デイサービス等に係る相談援助等を

行った場合に、１月につき２回を限度として、その内容の指定放課後等デイサービス等を行

うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。 

４ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第７

１条において準用する指定通所基準第２４条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を

行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

５ 福祉専門職員配置等加算 

イ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） １０単位 

ロ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） ６単位 

注１ イについては、指定通所基準第６６条の規定により置くべき指導員として常勤で配置され

ている従業者のうち、社会福祉士又は介護福祉士であるものの割合が１００分の２５以上で

あるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放

課後等デイサービスを行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。 

２ ロについては、次の（１）又は（２）のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届

け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合

に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置

等加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しない。 

（１） 指定通所基準第７１条の規定により置くべき指導員又は保育士（（２）において「指

導員等」という。）として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割

合が１００分の７５以上であること。 

（２） 指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、３年以上従事しているものの

割合が１００分の３０以上であること。 

６ 欠席時対応加算 ９４単位 

注 指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児

等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によ

りその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児等又は

その家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の
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内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度として、所定単位数を算定する。 

７ 特別支援加算 ２５単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課

後等デイサービス事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デ

イサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービスを受けた就学児等１人に対し、１

日につき所定単位数を加算する。 

８ 医療連携体制加算 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ） ５００単位 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ） ２５０単位 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ） ５００単位 

ニ 医療連携体制加算（Ⅳ） １００単位 

注１ イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所

等に訪問させ、当該看護職員が就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた就

学児等に対し、１日につき所定単位数を加算する。ただし、１のロを算定している場合は、

算定しない。 

２ ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所

等に訪問させ、当該看護職員が２以上の就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を

受けた就学児等に対し、１回の訪問につき８名を限度として、１日につき所定単位数を加算

する。ただし、１のロを算定している場合は、算定しない。 

３ ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所

等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀（かく）痰（たん）吸引等に係

る指導を行った場合に、当該看護職員１人に対し、１日につき所定単位数を加算する。ただ

し、１のロを算定している場合は、算定しない。 

４ ニについては、喀（かく）痰（たん）吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事

者が、医療機関等との連携により、喀（かく）痰（たん）吸引等を行った場合に、就学児等

１人に対し、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イ若しくはロ又は１のロを算定し

ている場合は、算定しない。 

９ 送迎加算 ５４単位 

注 就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学している学校と指定放課後等デイサービス

事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。 

１０ 延長支援加算 

イ 延長時間１時間未満の場合 ６１単位 

ロ 延長時間１時間以上２時間未満の場合 ９２単位 

ハ 延長時間２時間以上の場合 １２３単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放

課後等デイサービス事業所等において、就学児等に対して、放課後等デイサービス計画に基

づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受け

た就学児等に対し、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で

所定単位数を加算する。 

１１ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出

た基準該当放課後等デイサービス事業所（国、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人国

立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。１２において同じ。）が、就学児等に対し、

指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっ

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １から１０までにより算定した単位数の１０００分

の３３に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イにより算定した単位数の１００分の９０に相当す
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る単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イにより算定した単位数の１００分の８０に相当す

る単位数 

１２ 福祉・介護職員処遇改善特別加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の

改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等

が、就学児等に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合にあっては、１から１０まで

により算定した単位数の１０００分の１１に相当する単位数を加算する。ただし、１１の福祉・

介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。 

第４ 保育所等訪問支援 

１ 保育所等訪問支援給付費（１日につき） ９１２単位 

注１ 指定保育所等訪問支援事業所（指定通所基準第７３条に規定する指定保育所等訪問支援事

業所をいう。以下同じ。）において、指定保育所等訪問支援（指定通所基準第７２条に規定

する指定保育所等訪問支援をいう。以下同じ。）を行った場合に、所定単位数を算定する。 

２ 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する

場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。 

（１） 指定保育所等訪問支援の提供に当たって、指定通所基準第７９条において準用する

指定通所基準第２７条の規定に従い、保育所等訪問支援計画（同条に規定する保育所等訪

問支援計画をいう。以下同じ。）が作成されていない場合 １００分の９５ 

（２） 同一日に複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合 １００分の９３ 

３ 児童発達支援管理責任者を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保

育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、１日につき６８単

位を所定単位数に加算する。 

２ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位 

注 指定保育所等訪問支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第７９条

において準用する指定通所基準第２４条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行っ

た場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

３ 福祉・介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所（国、独立行政法人国立病

院機構又は独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。４において同じ。）

が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １及び２により算定した単位数の１０００分の３２

に相当する単位数 

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イにより算定した単位数の１００分の９０に相当す

る単位数 

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イにより算定した単位数の１００分の８０に相当す

る単位数 

４ 福祉・介護職員処遇改善特別加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の

改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障

害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、１及び２により算定した単位数

の１０００分の１１に相当する単位数を加算する。ただし、３の福祉・介護職員処遇改善加算

を算定している場合にあっては、算定しない。 


